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第１３回北広島市子どもの権利条例検討委員会議事録 
  日時：平成１９年５月２５日（金）１８：００～ 
  場所：芸術文化ホール活動室 
 
配布資料  ①幼児・親部会アンケート集計結果分析 
      ②小・中・高部会アンケート集計結果分析 
      ③地域部会アンケート分析のための会議のまとめ 
      ④討議を前進させるための提言（私案）～佐藤委員 
      ⑤市民フォーラムアンケート集計結果 
議事録 
 
委員長：第１３回目の検討委員会を始めます。最初の議題ですが、２つの部会からアンケ

ート集計結果分析が提出されておりますので、ご報告をいただきたいと思います。他の２

部会につきましても、すぐにまとめられる段階だということです。では、幼児・親部会か

らよろしくお願いします。 
 
幼児・親部会長：それでは幼児・親部会から説明させていただきます。幼児・親部会では

親用と小学校入学前児童用と教職員用のアンケートを市政モニターアンケートと比較しな

がら分析をしております。アンケートの回答者ですが、教職員用については２０歳代の女

性の回答が４割、保護者は幼児を養育中であり３０代の女性の回答が７割であるというこ

とを頭に置いて、聞いていただきたいと思います。また、市政モニターアンケートについ

ては５０・６０代が５割を占めております。問１「北広島で子どもの権利条例を作ろうと

していることを知っていますか」に対して、職員も保護者も「知らない」が高率であり、

市民への浸透方法が課題であります。問２「子どもの生命が守られ安心して暮らしている

と思いますか」では「思わない」が教職員、保護者で低率になっていますが、市政モニタ

ーアンケートでは高率になっています。この違いについては子どものとの関わり方の違い

などにあると考えられますが、他部会のアンケートとの比較も必要だと思います。問３「子

どもが自分自身を好きだと思っていると思いますか」については「思っている」が高率で

あります。ただ、子どものアンケートにはこの内容が入っておりませんでしたので、子ど

ものとの比較が必要だったと考えております。また、市政モニターでは 54.7％と低率にな

っており、子どもの自己肯定感を高められる環境を大人が用意する必要があると考えます。

問４「子どもには将来の夢やなりたい職業があると思いますか」では職員・保護者とも「あ

る」が高率で、児童においても 156 名中で 152 名が「ある」と回答しています。市政モニ

ターでは「ある」が 58.9％と低率になっており、幼児期で考えると大人が考えているほど、

夢がない子どもはいないということになります。問５「子どもが何をしているときが楽し

いと思いますか」については、保護者は「家族と遊んでいるとき」、「家族と過ごしている
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とき」の割合が高く、子どもは「友達と遊んでいるとき」の割合が高く、親離れの芽生え

の時期ではないかという考察になっています。問５「子どもの意見が大切にされていると

思いますか」では、「されている」の割合で、市政モニターに比べて、保護者、職員のほう

が高率となっています。これは子どもと関わっている時間が長いことが原因だと考えられ

ます。問６「もっと子どもの意見を聞いてあげたほうがいいと思うことはありますか」に

ついては、職員についてだけの質問で、「思う」が高率となっており、職員が忙しいため、

ひとりひとりにゆっくり接してあげたい気持ちとも考えられます。問７「子どもにもっと

休息やゆっくりする時間が必要だと思いますか」については「思う」が高率となっており、

保護者も現代の子どもは忙しいと感じていることがわかります。問８「子どもにとって安

心できるところはどこだと思いますか」については、「家庭」が多数を占めています。また、

職員の回答の中には、「家庭であってほしい」と家庭に不安を感じている人もいます。問９

「子どもとの関係で特に大切だと思うことはなんですか」、問１０「子どもにしてあげたい

と思っていることはなんですか」は似たような質問なのですが、アンケート結果からは、

子どもと一緒にいる時間や対話の時間が減っており、スキンシップやコミュニケーション

などの精神的な関わりが必要だと考えられます。問１１「子どもが悩み事を相談したり、

話を聞いてもらう人がいると思いますか」では、「いる」が高率となっています。子どもへ

のアンケートからは、幼年期であり大人に依存する部分が多く、友達よりも両親・先生に

相談していると考えられます。また、保護者は子どもの相談相手として職員を低く捉えて

おり、職員が忙しいという印象があるのかもしれませんが、保護者と職員の関係作りへの

努力も必要だと考察されます。また、「悩み事を言わない」と回答した子どももいました。

問１２「子どもに関する悩みを相談できるところを知っていますか」では、保護者の 20.4％
が「知らない」と回答しており、ＰＲなどの工夫が必要ではないかと考察されます。実際

の相談場所については、子ども発達支援センターが高率となっております。問１４「安心

して子育てができるためにはどのような支援が必要ですか」では、職員からは保護者への

精神的な支援などが多数あげられておりましたが、保護者からは金銭的な支援の回答が多

くあげられていました。また施設の充実などハード面での支援もあげられていました。問

１６は「虐待」に関する質問ですが、保護者への質問から内容にもよりますが、児童虐待

の認識が薄いように考察されます。問１７「子どもがいじめや差別を受けているのを見た

り聞いたりしたことがありますか」では、「ある」が職員 31.3％、保護者が 15.8％であり、

「それを見たときどう行動しましたか」という質問に対しては、「何もしなかった」という

回答が保護者では 45.8％となっており、いじめなどをキャッチしたときの大人の感性が、

突きつけられていると感じました。問１５「子どもが虐待を受けていると感じたことがあ

りますか」では、「ある」が 33.8％でした。また職員は虐待があったときにはなんらかの対

策を取っていることがわかります。問１８「子どもの権利の中で特に大切だと思うこと」

について、職員、保護者ともに、「暴力や言葉で傷つけられないこと」、「障がいのある子ど

もが差別されないこと」が高率となっています。次に職員アンケートの問１７「子どもの
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権利条例について子どもに教えたことがありますか」について、「ない」が 83.8％となり、

また職員自体の周知度も 50％程度なので、今後の周知活動が重要になると思います。問１

８「オンブズパーソン制度」についての自由記述ですが、職員では「必要である」などの

回答があるが、保護者では「よくわからない」などの回答が多く、もっとわかりやすく、

そして機能化させる必要があると考えられます。問１９「子どもの権利についてどう思い

ますか」の自由記述については、多様な意見がありましたが、子どもの権利条例に対する

肯定的な意見が多く、期待が大きいように感じられました。以上です。 
委員長：ありがとうございました。みなさんからご意見・ご質問等があればどうぞ。 
委員：感想になりますが、最後の自由記述では、子どもの権利条例に対して肯定的な意見

が多かったということで、地域部会のアンケート結果と同じでありました。以上です。 
委員長：他にありませんか。それでは、小・中・高校生部会からの報告に進みたいと思い

ます。 
小・中・高校生部会長：それぞれのアンケートの結果について、それぞれの項目について、

条例作成に参考となる点がないかなどの観点から検討しております。１．性別は、大人で

は女性が９１％を占めております。２．年齢層は、大人では４０代が 61.5％を占めていま

す。３．勤労形態については、働いている母親が多いことがわかりました。４．周知の状

況については、「知っている」が児童で 10.7％、大人が 29.7％で、ＰＲ活動が求められてい

ると思います。５．「命が守られ、安心して暮らしていると思いますか」に対して、「思わ

ない」という回答が、児童で 15％、大人が 16.4％となっており、この数値の意味するとこ

ろは大きいと考えています。この項目に関する条例、方策が必要ではないかと思います。

６．「自分のことが好きですか」に対して、「好きではない」と回答した児童生徒が 17.5％
いました。大人に対する質問「子どもが自尊感情をもっていると思いますか」に対しては、

「思わない」が 9.2％となっています。児童の自尊感情、自己有用感等を持たせることが大

切であり、「１人ひとりが大切である」、「自分が大切である」ということを条例に盛り込む

ことが大切ではないかと思います。７．「将来の夢やなりたい職業がありますか」では、「な

い」が 15.7％という結果で、意外と多くなっています。「自分の将来に夢を持つことはとて

も大切である」ということを条例に盛り込むことが大切だと思います。８．「あなたはほっ

とする時間がありますか」では、「ある」が 85.9％となっております。「ほっとする時間」

は、自分のやりたいことに集中することができる時間、息を抜ける時間、楽しいと感じる

ことができる時間などに置き換えて考えることができると思います。そのような時間を作

っていければと思います。９．「落ち着く場所や好きな場所がありますか」では、「自分の

部屋」という回答が多く、この意味するところを考えなければなりません。例えば「逃避

の場所」ということも考えられます。「自分の居場所づくり」ということで考えて行ければ

と思います。１０．「ふだんの生活の中で不満に思う、不安になることはありますか」では、

「ある」が 76.5％です。成長過程の中で反抗期があり、不満や不安があるのは当然であり

ます。それをどう乗り越えていくのかが重要になると思います。１１．不安や不満の理由・
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相談相手についてですが、理由は児童で「勉強」、「友達」、「自分のこと」と続き、相談相

手は児童で「友達」、「親や家族」、「誰にも相談しない」と続いております。考察としては、

子どもの不安や不満を上手に受け止められるかが重要であります。また、親が子育てして

いく上で悩みがあるのは当然なので、親が相談できるところ、親同士の横のつながりなど

が必要ではないかと思います。これからは大人が安心していられる街づくり、子育てをサ

ポートできる街づくりが大切になってくるのではないかと思います。不登校についてです

が、「本人の気持ち」、「仕方がない」が 38.1％、「解決して登校すべき」が 47％となってい

ます。考え方として「登校できる状態をつくる」、「なぜ学校に行くことができないのか」

という視点が大切ではと思います。学校が自分自身を伸ばしてくれる場所であるという考

え方も踏まえて、慎重に条例に盛り込むことが求められると思います。１２．「育ててくれ

る人の好きなところ」では「家族のために働いているところ」が最も多くなっております。

「好きなところがない」が２６人いましたが、発達段階から考えると、中高生なら理解で

きると思います。１３．「育ててくれる人の嫌いなところ」では「嫌いなところがない」が

最も多く、信頼関係で結ばれているものと思われます。また、「小言ばかり言う」、「飲酒や

喫煙をするところ」と続きますが、「小言」を「注意」と置き換えれば理解できますし、「飲

酒・喫煙」については子どものたちの意識が高まってきたと見ることができると思います。

１４．「いじめ」に関してですが、40％程度の児童生徒が「いじめをしたり、受けたりした」

と回答しております。これについては「差別や暴力、いじめは絶対許せない」という条例

作りが必要であります。１５．「学校生活の中でもっと児童・生徒の意見を聞いてほしいと

思うことはありますか」では、「ある」が 47.8％、「ない」が 37.0％となり、「ある」が上回

っているという結果になりました。集団生活のルールを守る、ルールに対して自分の意見

を言える、表現できることが大切です。理解できないルールは説明を求めたり、理不尽な

ものは手順を踏んで改善していくと良いと思います。学校行事については子どもの意見を

反映させて、目的意識をもって良いものを作り上げていくということが大切だと思います。

１７．「親や家族の人がもっとあなたの意見を聞いてほしいと思うことはありますか」では、

「ある」が 27.8％、「ない」が 55.1％という結果であります。「ある」の中では「進路や進

学先」、「家族にとって重要なこと」が多くなっています。こういったことは子どもが当然

もっている欲求だと思います。１８．「子どもの権利の中で特に大切だと思うこと」では、

「暴力や言葉で傷つけられないこと」が最も多く、「障がいのある子どもが差別されないこ

と」、「疲れた心を休ませる時間・自分の自由になる時間をもつこと」、「家族が仲良くし、

一緒に過ごす時間を持つこと」と続いています。学校では以前から障がいのある子どもた

ちとの交流が進められており、お互いに良い関係が築かれてきているのではと思います。

また、普段何気なく使っている言葉のなかにも差別用語があるので、禁止することが必要

です。１９．自由記述では、様々な意見があり大いに参考になりました。以上です。 
委員長：ありがとうございました。みなさまから質問などありませんでしょうか。 
委員：できれば小・中・高校生別の集計結果があると、もっと色々なことがわかると思い
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ます。大変な作業だというこうとは承知しておりますので、可能であればお願いしたいと

思います。また、１２で「育ててくれる人の好きなところがない」と回答した人が２６人

いたことに対して、発達段階から考えると理解できるとの説明がありましたが、この中に

は虐待などを受けているケースもあるのではないかと思います。小学生くらいであれば、

そういった場合でも親を好きになろうとすることもありますが、年齢が高くなるにつれて

親を嫌いになることもあると思います。以上です。 
委員長：どちらの部会のアンケート集計結果でも「子どもの権利の中で特に大切だと思う

こと」に対して「暴力や言葉で傷つけられないこと」が最も多くなっておりました。子ど

も、親、教諭、市政モニター、どの立場からも同じ結果ということですので、今後の条例

素案作成の中で重要になってくると思います。 
副委員長：１５についてですが、捉え方としては、子どもが学校の中で意見表明できる状

況を作っていくようなシステムが必要であるということなのではと思いました。また、ア

ンケートの活用についてですが、どんな観点で整理していくのか、また事前に仮説のよう

なものを設けるなど、委員会としての意思統一がなかったのではと思います。小・中・高

校生部会の分析は、どのように条例に反映させるかという観点からされていました。私が

所属する地域部会でもこのような分析方法が良いのではないかと思います。 
小・中・高校生部会長：１５については副委員長の言われたとおりだと思います。また、

アンケートの活用方法についてですが、アンケート結果の分析というのは難しいので、条

例作成に必要な事項は何なのかという観点でまとめました。また、小・中・高校生別の集

計結果に対する要望がありましたが、事務局のほうで再度集計をして、次回の検討委員会

に間に合えば提出していただけるとのことでした。 
委員：「小・中・高校生別の集計」についてですが、６のなかで「自分のことを好きではな

い」という児童生徒が 90 人いるという結果になっていましたが、発達段階の中でどういっ

た分布になっているのかが気になるところであります。北広島市らしい条例ということに

なってくると、その辺のきめの細かさというのが必要になってくるのではないかと思いま

す。 
委員：感想ですが、一番印象に残ったのが、「不安や不満の相談相手」の項目についてです。

児童生徒の中で「誰にも相談しない」と回答した割合が非常に高いことに驚いております。

しかし、大人へのアンケートではその割合が低く、自分の子どもが「誰にも相談していな

い」ということを思っていないという結果になっていると思います。 
委員長：他に意見はございませんか。アンケートの分析については、残りの２部会が未提

出ですので、すぐにでも提出していただき、次回の検討委員会で今回と同様に発表をして

いただきます。それでは、もう一つ議題がございますので、そちらに進みたいと思います。

「部会のあり方」についてということですが、事務局から提案をお願いします。 
事務局：それでは事務局から提案いたします。前回までの「子ども委員会」に関する議論

が残っているということと、アンケートの分析以降どのようにして条例素案を作っていく
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かという課題がありますが、今後の議論を進めていくための提案です。現在の部会はアン

ケート調査のための部会であります。アンケート調査については次回の検討委員会でほぼ

終了すると思いますので、現在の部会の役割は終わります。今後についての考え方につい

てですが、①部会を設けず全体で議論、②新たに役割ごとに部会を編成し、部会制で意見

をとりまとめ、部会長会議、検討委員会で議論する、のどちらかが考えられると思います。

以上です 
委員長：今後 19 人の検討委員全員であらゆることを議論するということになると、なかな

か結論が出てこないと思います。もう少し効率的に議論を行っていく必要があります。こ

のことについて意見ありませんか。 
委員：部会制をとるのであれば、検討事項ごとに編成していくという方法があると思いま

す。 
副委員長：まず、「部会制をとるのか」、「19 人全員で議論していくのか」のどちらにするの

かを決定していきましょう。 
委員：何もない状態から議論すると、膨大な時間がかかります。たたき台を作る場所が必

要だと思います。部会の編成については必要に応じて臨機応変に小委員会のようなものを

作っていったほうがいいと思います。 
委員：私も今の意見と同じような意見を持っています。小委員会のようなものを必要に応

じて編成し、検討が終了したら解散するというような形でいいと思います。また、全ての

委員が部会に入る必要はないと思います。一方で全体での議論も活発に行っていく必要が

あると思います。例えば検討委員会の中で、短時間の小グループを作って、何か一つの検

討事項についてそれぞれのグループで議論をし、その内容を全体で発表するというような

こともできるのではないかと思います。 
副委員長：私は今の２人の意見に賛成なのですが、みなさまはどうでしょうか。 
委員：イメージがつかめないのですが、具体的にはどのような小委員会が考えられるので

しょうか。 
副委員長：今私の頭の中にあるのは、「子ども委員会」についての小委員会、「条例案起草」

についての小委員会です。その他にも必要に応じて編成されるのではと思います。 
委員：そろそろ広く浅く考える段階は終わるのではないかと思います。今後は狭く深く考

える必要があると思います。それぞれの検討事項を小委員会で深く議論し、それを全体会

議で広く議論していくような形になるのではないかと思います。また、検討事項が漠然と

している状態ではなかなか進んでいかないと思いますので、まずは検討事項をはっきりさ

せなければならないと思います。 
副委員長：現在の提案内容は今後の議論を効率的に進めていくための方法論に関するもの

であります。また、現在の段階で今後の検討事項を全て決めることは不可能だと思います。

必要に応じて編成していけばいいのではと思います。先程から言っております「小委員会」、

「小グループ」という進め方について異論がないのであれば決定していきたいのですが、



 7

どうでしょうか。 
委員：副委員長がまとめてくださった方法でいいと思います。また「小グループ」につい

てですが、検討委員会の中で、脇道にそれないように、検討事項ごとに小グループで集中

して議論していけば、議論がスピードアップするのではないかと思います。 
委員：まだアンケートの集計分析が終わっていません。次回までに部会長会議を開催して

いただいて、各部会でアンケートを集計したものから、どの部分を残していくのかなどに

ついてまとめていただければと思います。また、今後の方向性の素案というか、今後の会

議の進め方についてもまとめていただければと思います。また、部会長会議に是非参加し

たい委員さんは参加していただいてもいいと思います。 
委員長：私もそのようなイメージをもっております。今の部会長さんに集まっていただい

て、効率よく議論が進むように意見を出し合ってはどうかと思っています。また、アンケ

ートについてですが、次回の検討委員会で、残りの２部会から集計結果分析を発表してい

ただき、その後に４部会の分析結果を１つにまとめる作業をしなければなりません。この

作業については全体ではできないので、やはり部会長会議で行ったほうがいいと思います。

また、ずっと持ち越しになっている「子ども委員会」についてですが、前回まで議論をし

てきましたが、各委員からの意見が対立してしまっており、なかなか前に進みません。全

体の会議で決定していくのは難しいと思います。場合によっては小グループで議論したほ

うがいいと思うのですが、どうでしょうか。 
委員：アンケートについてですが、地域部会では分析のためには、全ての部会の資料が必

要だということを確認しました。各部会の資料を基に、各部会が再度分析を行う必要があ

るだろうと思います。最終的には全体として分析を行う必要があると思います。またその

場合に、私たちはアンケートの分析に関しては素人なので、分析についての柱のようなも

のがほしいと考えています。 
副委員長：委員長が話されたように部会長会議でまとめて、全体会議に諮り、次回の次回

くらいで現在の部会の任務を終了させ、その後は小委員会・グループ制というようにして

はどうでしょうか。 
事務局：どのような小委員会を作って、具体的にどのように進めていくのかというイメー

ジが整理されないと難しいと思います。このことに関しては部会長・委員長・副委員長で

たたき台を作っていただいたほうがいいと感じております。また、今後のスケジュールを

考えると、小委員会として、シンポジウムの実行委員会なども考えられると思います。 
委員長：今後の進め方とアンケートの集約をするために部会長会議を開催したいと思いま

す。そこでたたき台を作成し、みなさんにお諮りします。その後は現在の部会を解散して、

みなさんの意見も取り入れながら、臨機応変に進めていきたいと思います。本日はこれで

終了させていただきます。 


